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〓業界情報〓 

車検時における納税証明事務の変更について（平成 29 年 11 月 1 日～） 

　　◇ 平成２９年１１月１日から、有効な納税証明書がある場合の山梨県自動車税センターでの完納印の押印を廃止します

　　◇ お持ちの自動車税納税証明書が有効かどうかの主な基準は、次のとおりです

・　４月１日から５月３０日までは、前年度または現年度のどちらの納税証明書も有効です

・　５月３１日から３月３１日までは、現年度の納税証明書だけが有効です

・　自動車税 納税証明書 の登録番号欄に　＊＊印　のあるものは無効です　（過去に未納があるため）

・　転入前の他の都道府県発行の納税証明書も、山梨県発行のものと同じ取扱いです

　　　（ただし、無効の場合の表示方法などが都道府県によって違いますので、注意してください）

　　◇ 車検の際には、できるだけ有効な自動車税納税証明書を用意していただけると、手続きがよりスムーズです

　　◇ 不明な点があれば山梨県自動車税センター（電話　055-262-4662）までお問い合わせください

　　※ 整備振興会内の山梨県自動車税センターの窓口は、とりあえず平成２９年１２月２８日までで閉じさせていただきます

山梨県自動車税センター
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  厚生労働省より、労働災害による休業４日以上の死傷者数が、平成２９年も減少傾向がみら

れず、また、死亡者数についても、平成２９年は対前年比で９.６%（８月末現在）の増加とな

っていることより極めて憂慮すべき事態であることから、職場内の安全衛生活動の総点検の実

施や、事業場の安全管理体制を充実するなど、更なる事故防止に取り組むよう、下記のとおり

緊急要請がありましたので、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 職場における死亡災害撲滅に向けた緊急要請について 
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国土交通省から、本年１０月１８日に岡山県内の中国自動車道で発生した、大型トラックのスペ

アタイヤ落下による死亡事故を受け、同種事故の発生を防止するため、全ての大型トラックについ

て、スペアタイヤ等を車両へ固定する構造・装置について、損傷やボルトの緩みがないか、直近の

定期点検等の機会を捉えて早急に点検を実施するよう、下記のとおりプレスリリースされましたの

で、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スペアタイヤ落下事故防止のための大型トラックの緊急点検の実施について

省略 
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三菱ふそう社製バス（型式：ＭＳ９６ＶＰ）の車両火災が平成２９年９月に２件発生し、過去２

年間において当該型式のバスの火災事故がこのほかに３件発生している状況から、三菱ふそう社製

の当該型式のバスについて、緊急点検整備を実施する旨、お知らせしましたが、国土交通省より、

同型車両を含む新たなリコール届出が三菱ふそうトラック・バス株式会社からあった旨のプレスリ

リースが下記のとおりありましたので、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三菱ふそうトラック・バス株式会社が製造した大型バスの火災防止について 

}省略 
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（一社）日本自動車整備振興会連合会より、本年８月・１０月に発生した整備作業中の事故につい

て、下記のとおり情報提供がありましたのでお知らせします。 

会員事業場の皆様におかれましては、一層の事故防止に努めて頂きますようお願いいたします。 

 

【事故概要】 

◇ 平成２９年８月２３日 発生（重傷） 

８月２３日午前１０時２０分ごろ、北陸信越管内の自動車分解整備事業場において、大型トラッ

クの荷台に積まれたタイヤを降ろす際、あおり開閉補助具を使用しないで車両左側のあおり（約１．

５ｔ）を一人で開けたため、急激にあおりが落下し、挟まれて重傷を負った。 

 

◇ 平成２９年１０月６日 発生（死亡） 

 １０月６日午後５時２５分ごろ、東北管内の自動車分解整備事業場において、ロータリー式除雪

車を一人で洗車中、回転しているローターに作業員が巻き込まれ死亡した。 

 

 

 

 

 

 ｢大型車の車輪脱落事故防止対策に係る啓発活動連絡会（日整連参画）｣では、ここ数年連続して

大型車の車輪脱落事故件数が増加している現状を鑑み、大型車のドライバー等に適正な車輪脱着作

業の再徹底及び一定走行後の増し締め、日常点検の確実な実施等を啓発するため、ポスターを作成

しましたので配布致します。 

    

・ポスター 各工場１枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備作業中の事故について 

今月の配布物について 
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【内容】車検整備後の故障について  

・車名：軽自動車  ・登録年月：平成１５年  ・走行距離：約１１０，０００ｋｍ  

 （消費者センター⇒自動車製造物責任センターからの紹介） 

・相談日：平成２７年１０月１８日 

今年の７月に整備工場に車検整備を依頼した。１０月１４日夜、走行中に突然、車の前方(エ

ンジン付近)より物凄い大きな音がした。怖くなり車を路肩に止め、損保会社のレッカーサ

ービスを依頼した。当該整備工場へトラブルの電話連絡を入れていたところ、営業時間外

となっていて連絡がつかなった。そのため、レッカー業者に、営業している近隣の整備工

場に車を運んで貰った。その工場で車を見て頂いたところ、プラグの締め忘れが原因で、

最悪の場合はエンジン関係で高額な費用が掛かることの説明があった。 

 翌日、当該整備工場に連絡したところ、工場長が近隣の整備工場に車を引き取りに来た。

整備ミスへの謝罪と共に、簡単な修理とあまり費用も掛からないことの説明があったが、

説明内容に食い違いがあり、相談者から以下のような苦情等が寄せられた。 

①故障して困っているのに、電話がつながらなくなったことに対する不満。 

②レッカーで運ばれた近隣の整備工場と当該整備工場の整備内容に差があり、どちらが正 

 しいのか不安である。(当該整備工場に対する不信感) 

③女性の為、整備内容及び保証について適正か分からない。第三者的にはどうか。 

 

 

【対応】 

上記について当該整備工場の工場長に確認したところ、会社の規定により２０時を過ぎ

ると留守電になってしまう。相談者の携帯に事務員が何度か電話を入れたが、つながらな

かった。レッカーで車が運ばれて来ると思い、２１時過ぎまでは待っていた。工場長は対

応の不備及び整備ミスを認め、再整備は無償かつ適切に行い、再整備後の保証は当社規定

１０年保証を適用し誠意を持って対応したいと説明があった。 

  相談者に当該整備工場は整備ミス及び応対の不備について謝罪している旨を説明した。

また、再整備は無償かつ適切に行い、再整備後の保証についても当該整備工場規定の１０

年保証を適用させる旨を説明し、理解頂いた。なお、整備内容及び整備保証などを本人が

確認のうえ整備依頼をして頂きたいと伝えた。 

 １０月２４日、当該整備工場の工場長に状況確認したところ、作業時にミスがあり終わっ

ていない旨の説明あった。改めて相談者の不信を招かないよう連絡を密にして頂きたいと

伝えた。 

 １１月７日、当該整備工場の工場長より１０月末に整備が完了し、相談者に車をお渡しし

たと連絡があった。但し、相談者の不信感は払拭出来ていない様子との説明があった。そ

の後、相談者及び当該整備工場からの連絡なし。 

 

 
 

 

 

 

 

 

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例 Vol.70 
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エンジンルーム内の点検・整備後の注意事項について 

トヨタ⾃動⾞株式会社 

エンジンルーム内の点検・整備を行った際に使用したウエス等の可燃物をエンジンルーム内に

置き忘れると、高温になった排気系部品に付着して「車両火災」につながるおそれがあります。

つきましては、エンジンルーム内の点検・整備後の注意事項を以下に示しますので、確実な作

業の実施をお願いいたします。 

■対象車両  全 ⾞ 
 

■エンジンルーム内の点検・整備後の注意事項 

  以下の内容を参考に確実な確認を行ってください。 

１．エンジンルーム内から使用したウエス等がすべて取り除かれていることを確認する。 

 �エンジンルーム内に置き忘れたウエス等は、走行風や振動などでエンジンルーム内を移動す
る場合があるため、排気系部品周辺だけでなく、エンジンルーム内全体を確認する。 

 �エンジンルーム奥側が排気系の車両では、エキゾーストマニホールド周辺の目視確認がし難
いため、エンジン側面等からの確認や、鏡等を利用して確認する。 

 �エンジンルーム内がカバーで覆われる場合は、カバーを取り付ける前に確認する。 

 �バンタイプ等で室内からエンジンルームの作業を行う車両においては、エンジンカバー開口
部から覗き込んで確認する。 

 �作業前に、準備したウエス等の数を把握しておき、作業完了後に全数揃っているか確認する。 

２．リフトアップして、車両下部から確認する。 

 �エキゾーストマニホールド下流の排気管周辺等で、上記１で十分な確認ができない場合は、
車両下部からも確認する。 

（補足） 

 外部から持ち込まれる可燃物について 

� 点検・整備時の可燃物置き忘れ以外に、外部からエンジンルーム内に枯草や小枝等が入り込

み、排気系部品に付着して「車両火災」につながる事例も発生しており、特に使用頻度の少な

い車両は、点検・整備時に併せて確認をお願いいたします。 

 

整備インフォメーション
Vol. 79 
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